
国立大学法人九州大学契約事務取扱要領の一部を改正する要領 

実  施：令和５年１月１日 

 国立大学法人九州大学契約事務取扱要領の一部を次のように改正する。 

（新） （旧） 

（略） 

（契約基準） 

第１６条 本学において発注する工事に関する請

負契約、製造に関する請負契約、役務に関する 

請負契約及び物品の供給に関する契約を締結す

る場合は、別記１から４に定める契約基準によ

るものとする。ただし、その一部についてこれ

により難い特別の事情がある場合は、当該部分

を除外することができる。 

２ （略） 

（略） 

別記１ 

工事請負契約基準 

（略） 

（監督職員） 

第９ １～４ （略）  

５ 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、

通知、報告、申出、承諾及び解除については、設

計図書に定めるものを除き、監督職員を経由し

て行うものとする。この場合においては、監督職

員に到達した日をもって発注者に到達したもの

とみなす。 

６ （略） 

（略） 

（監督職員の立会い及び工事記録の整備等） 

第１４ １～５ （略） 

６ 第１項、第３項及び前項の場合において、見本

検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備

に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

（略） 

（工事用地の確保）  

第１６ １・２ （略）  

３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事

用地等が不用となった場合において、当該工事

用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、

建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の

所有又は管理するこれらの物件を含む。）がある

ときは、受注者は、当該物件を撤去するととも

に、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発

注者に明け渡さなければならない。 

（略） 

（契約基準） 

第１６条 （同左） 

 

 

 

 

 

 
２ （略） 

（略） 

別記１ 

工事請負契約基準 

（略） 

（監督職員） 

第９ １～４ （略）  

５ 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、

報告、申出、承諾及び解除については、設計図書

に定めるものを除き、監督職員を経由して行う

ものとする。この場合においては、監督職員に到

達した日をもって発注者に到達したものとみな

す。 

６ （略） 

（略） 

（監督職員の立会い及び工事記録の整備等） 

第１４ １～５ （略） 

６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本

検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備

に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

（略） 

（工事用地の確保）  

第１６ １・２ （略）  

３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事

用地等が不用となった場合において、当該工事

用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、

建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の

所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第

１６において同じ。）があるときは、受注者は、

当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等

を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなけ



 
４・５ （略） 

（略） 

（条件変更等）  

第１８ １～３ （略） 

４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確

認された場合において、必要があると認められ

るときは、次の各号に掲げるところにより、設計

図書の訂正又は変更を行わなければならない。 

(1) （略）  

(2) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書

を変更する場合で工事目的物の変更を伴うも

の 発注者が行う。  

(3) （略） 

５ （略） 

（略） 

（検査及び引渡し） 

第３２ １～５ （略） 

６ 受注者は、工事が第２項の検査に合格しない

ときは、直ちに修補して発注者の検査を受けな

ければならない。この場合においては、修補の

完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適

用する。 

（略） 

（契約不適合責任） 

第４０ １・２ （略） 

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間

を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に

履行の追完がないときは、発注者は、その不適

合の程度に応じて代金の減額を請求することが

できる。ただし、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、催告をすることなく、直ちに代金の

減額を請求することができる。 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 前各号に掲げる場合のほか、発注者がこの

項の規定による催告をしても履行の追完を受

ける見込みがないことが明らかであるとき。 

（略） 

（公共工事履行保証証券による保証の請求） 

第４２ 第４第１項又は第３項の規定による保証

が付された場合において、受注者が第４３各号

又は第４４各号のいずれかに該当するときは、

発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に

基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定

し、工事を完成させるよう、請求することができ

ればならない。 

４・５ （略） 

（略） 

（条件変更等）  

第１８ １～３ （略） 

４ （同左） 

 

 

 
(1) （略）  

(2) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書

を変更する場合で工事目的物の変更を伴うも

の発注者が行う。  

(3) （略） 

５ （略） 

（略） 

（検査及び引渡し） 

第３２ １～５ （略） 

６ 受注者は、工事が第２項の検査に合格しない

ときは、直ちに修補して発注者の検査を受けな

ければならない。この場合においては、修補の

完了を工事の完成とみなして前５項の規定を適

用する。 

（略） 

（契約不適合責任） 

第４０ １・２ （略） 

３ （同左） 

 

 

 

 

 
 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの

項の規定による催告をしても履行の追完を受

ける見込みがないことが明らかであるとき。 

（略） 

（公共工事履行保証証券による保証の請求） 

第４２ 第４第１項及び第３項の規定による保証

が付された場合において、受注者が第４３各号

又は第４４各号のいずれかに該当するときは、

発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に

基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定

し、工事を完成させるよう、請求することができ



る。 

２～４ （略） 

 
（発注者の催告による解除権） 

第４３ 発注者は、受注者が次の各号のいずれか

に該当するときは相当の期間を定めてその履行

の催告をし、その期間内に履行がないときはこ

の契約を解除することができる。この場合にお

いて、受注者は、解除により生じた損害の賠償を

請求することができない。ただし、その期間を経

過した時における債務の不履行がこの契約及び

取引上の社会通念に照らして軽微であるとき

は、発注者はこの契約を解除することができな

い。 

(1)～(3) （略） 

(4) この契約に関し、第１０第１項第２号又は

第３号に規定する者を設置しなかったとき。 

(5) （略） 

(6) この契約に関し、前各号に規定する場合の

ほか、この契約に違反したとき。 

 

（発注者の催告によらない解除権）  

第４４ 発注者は、受注者が次の各号のいずれか

に該当するときは、直ちにこの契約を解除する

ことができる。この場合において、受注者は、解

除により生じた損害の賠償を請求することがで

きない。 

(1)～(7) （略） 

(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその

債務の履行をせず、発注者が第４３の催告を

しても契約をした目的を達するのに足りる履

行がされる見込みがないことが明らかである

とき。 

(9)～(12) （略） 

（略） 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解

除の制限）  

第４６ 第４３各号又は第４４各号に定める場合

が発注者の責めに帰すべき事由によるものであ

るときは、発注者は、第４３及び第４４の規定に

よる契約の解除をすることができない。 

（略） 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解

除の制限）  

第４９ 第４７又は第４８各号に定める場合が受

る。 

２～４ （略） 

 
（発注者の催告による解除権） 

第４３ （同左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)～(3) （略） 

(4) この契約に関し、第１０第１項第２号に規

定する者を設置しなかったとき。 

(5) （略） 

(6) この契約に関し、前５号に規定する場合の

ほか、この契約に違反したとき。 

 
（発注者の催告によらない解除権）  

第４４ （同左） 

 

 

 

 
(1)～(7) （略） 

(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその

債務の履行をせず、発注者が第４３の催告を

しても契約をした目的に達するのに足りる履

行がされる見込みがないことが明らかである

とき。 

(9)～(12) （略） 

（略） 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解

除の制限）  

第４６ 第４３各号又は第４４各号に定める場合

が発注者の責めに帰すべき事由によるものであ

るときは、発注者は、第４３又は第４４の規定に

よる契約の解除をすることができない。 

（略） 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解

除の制限）  

第４９ 第４７又は第４８各号に定める場合が受



注者の責めに帰すべき事由によるものであると

きは、受注者は、第４７及び第４８の規定による

契約の解除をすることができない。 

 
（解除に伴う措置） 

第５０ １～５ （略）  

６ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除さ

れた場合において、工事用地等に受注者が所有

又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物そ

の他の物件（下請負人の所有又は管理するこれ

らの物件を含む。）があるときは、受注者は、当

該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復

し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければな

らない。 

７～９ （略） 

 
（発注者の損害賠償請求等） 

第５１ 発注者は、受注者が次の各号のいずれか

に該当するときは、これによって生じた損害の

賠償を受注者に請求することができる。 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に

従った履行をしないとき又は債務の履行が不

能であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項

の損害の賠償に代えて、受注者は、請負代金額の

１０分の１に相当する額を違約金として発注者

の指定する期間内に支払わなければならない。 

 
 (1)・(2) （略） 

３～５ （略） 

６ 第２項の場合（第４４第９号又は第１２号の

規定により、この契約が解除された場合を除く）

において、第４の規定により契約保証金の納付

又はこれに代わる担保の提供が行われていると

きは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもっ

て同項の違約金に充当することができる。 

 
（談合等不正行為があった場合の賠償金等） 

 第５２ 受注者（共同企業体にあっては、その構

成員）は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、発注者が契約を解除するか否かにかかわら

ず、その損害に係る賠償金として請負代金額の

１０分の１に相当する額を発注者の指定する期

間内に支払わなければならない。 

注者の責めに帰すべき事由によるものであると

きは、受注者は、第４７又は第４８の規定による

契約の解除をすることができない。 

 
（解除に伴う措置） 

第５０ １～５ （略）  

６ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除さ

れた場合において、工事用地等に受注者が所有

又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物そ

の他の物件（下請負人の所有又は管理するこれ

らの物件を含む。）があるときは、受注者は、当

該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復

し、取片付けて、発注者に明け渡さなければなら

ない。 

７～９ （略） 

 
（発注者の損害賠償請求等） 

第５１ 発注者は、受注者が次の各号のいずれか

に該当するときは、これによって生じた損害金

の支払を受注者に請求することができる。 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に

従った履行をしないとき又は債務の履行が不

能であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項

の損害金の支払に代えて、受注者は、請負代金額

の１０分の１に相当する額を違約金として発注

者の指定する期間内に支払わなければならな

い。 

 (1)・(2) （略） 

３～５ （略） 

６ 第２項の場合（第４４第９号又は第１２号の

規定により、この契約が解除された場合を除く）

において、第４の規定により契約保証金の納付

又はこれに代わる担保の提供が行われていると

きは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもっ

て第２項の違約金に充当することができる。 

 
（談合等不正行為があった場合の賠償金等） 

 第５２ （同左） 

 

 

 

 

 



(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止

及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２

年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）

第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事

業者である事業者団体が独占禁止法第８条第

１号の規定に違反したことにより、公正取引

委員会が受注者又は受注者が構成事業者であ

る事業者団体に対して、独占禁止法第４９条

に規定する排除措置命令（以下「排除措置命

令」という。）又は独占禁止法第６２条第１項

に規定する納付命令（以下「納付命令」とい

う。）を行い、当該命令が確定したとき（確定

した当該納付命令が独占禁止法第６３条第２

項の規定により取り消された場合を含む。） 。 

(2)・(3) （略） 

(4) この契約に関し、公正取引委員会が、受注者

に対して独占禁止法第７条の４第７項又は第

７条の７第３項の規定による課徴金の納付を

命じない旨の通知を行ったとき。 

(5) （略） 

２ 受注者は、この契約に関して、次の各号のいず

れかに該当するときは、発注者が契約を解除す

るか否かにかかわらず、請負代金額の１０分の

１に相当する額のほか、請負代金額の１００分

の５に相当する額を賠償金として発注者の指定

する期間内に支払わなければならない。 

(1) 前項第１号に規定する確定した納付命令に

おける課徴金について、独占禁止法第７条の

３第２項又は第３項の規定の適用があると

き。 

(2)・(3) （略） 

３～５ （略） 

６ 前各項の規定は、この契約による履行が完了

した後においても適用するものとする。 

 
（受注者の損害賠償請求等） 

第５３ 受注者は、発注者が次の各号のいずれか

に該当する場合は、これによって生じた損害の

賠償を発注者に請求することができる。ただし、

当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の

社会通念に照らして発注者の責めに帰すること

ができない事由によるものであるときは、この

限りではない。 

 (1)・(2) （略） 

２ （略） 

(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止

及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２

年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）

第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事

業者である事業者団体が独占禁止法第８条第

１号の規定に違反したことにより、公正取引

委員会が受注者又は受注者が構成事業者であ

る事業者団体に対して、独占禁止法第４９条

に規定する排除措置命令（以下「排除措置命

令」という。）又は独占禁止法第６２条第１項

に規定する納付命令（以下「課徴金納付命令」

という。）を行い、当該命令が確定したとき。 

 

 

(2)・(3) （略） 

(4) この契約に関し、公正取引委員会が、受注者

に対して独占禁止法第７条の２第１８項又は

第２１項の規定による課徴金の納付を命じな

い旨の通知を行ったとき。 

(5) （略） 

２ （同左） 

 

 

 

 

 
(1) 前項第１号に規定する確定した課徴金納付

命令における課徴金について、独占禁止法第

７条の２第８項又は第９項の規定の適用があ

るとき。 

(2)・(3) （略） 

３～５ （略） 

６ 前５項の規定は、この契約による履行が完了

した後においても適用するものとする。 

 
（受注者の損害賠償請求権等） 

第５３ 受注者は、発注者が次の各号のいずれか

に該当する場合は、これによって生じた損害の

賠償を発注者に請求することができる。ただし、

当該各号が定める場合がこの契約及び取引上の

社会通念に照らして発注者の責めに帰すること

ができない事由によるものであるときは、この

限りではない。 

(1)・(2) （略） 

２ （略） 



 
（契約不適合責任期間等） 

第５４ 発注者は、引き渡された工事目的物に関

し、第３２第４項又は第５項（第３９においてこ

れらの規定を準用する場合を含む。）の規定によ

る引渡し（以下第５４において単に「引渡し」と

いう。）を受けた日から２年以内でなければ、契

約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害

賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除

（以下第５４において「請求等」という。）をす

ることができない。 

２ （略） 

３ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内

容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等

の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問

う意思を明確に告げることで行う。 

４～８ （略） 

９ この契約が、住宅の品質確保の促進等に関す

る法律（平成１１年法律第８１号）第９４条第１

項に規定する住宅新築請負契約である場合に

は、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等

に関する法律施行令（平成１２年政令第６４号）

第５条に定める部分の瑕疵（構造耐力又は雨水

の浸入に影響のないものを除く。）について請求

等を行うことのできる期間は、１０年とする。こ

の場合において、前各項の規定は適用しない。 

１０ （略） 

（略） 

 
別記２ 

製造請負契約基準 

（略） 

（権利義務の譲渡等） 

第４ １・２ （略） 

３ 受注者が前払金の使用や部分払等によっても

なおこの契約の目的物に係る請負に必要な資金

が不足することを疎明したときは、発注者は、

特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代

金債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾

をしなければならない。 

４ （略） 

（略） 

（監督職員） 

第８ １～４ （略）  

５ 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及

 
（契約不適合責任期間等） 

第５４ 発注者は、引き渡された工事目的物に関

し、第３２第４項又は第５項（第３９においてこ

れらの規定を準用する場合を含む。）の規定によ

る引渡しを受けた日から２年以内でなければ、

契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損

害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解

除（以下第５４において「請求等」という。）を

することができない。 

 
２ （略） 

３ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内

容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等

の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問

う意思を明確に告げることで行う。 

４～８ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
９ （略） 

（略） 

 
別記２ 

製造請負契約基準 

（略） 

（権利義務の譲渡等） 

第４ １・２ （略） 

３ 受注者が部分払等によってもなおこの契約の

目的物に係る請負に必要な資金が不足すること

を疎明したときは、発注者は、特段の理由があ

る場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡に

ついて、第１項ただし書の承諾をしなければな

らない。 

４ （略） 

（略） 

（監督職員） 

第８ １～４ （略）  

５ 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及



びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、

申出、承諾及び解除については、設計図書に定め

るものを除き、監督職員を経由して行うものと

する。この場合においては、監督職員に到達した

日をもって発注者に到達したものとみなす。 

６ （略） 

（略） 

（検査及び引渡し） 

第２１ １～４ （略） 

５ 受注者は、第２項の検査に合格しないときは、

直ちに修補して発注者の検査を受けなければな

らない。この場合においては、修補の完了を製造

の完成とみなし、前各項の規定を適用する。 

（略） 

（契約不適合責任） 

第２４ 発注者は、引き渡された請負の目的物が

種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合

しないもの（以下「契約不適合」という。）であ

るときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物

の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完

を請求することができる。 

 

 
２ （略） 

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間

を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に

履行の追完がないときは、発注者は、その不適合

の程度に応じて代金の減額を請求することがで

きる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場

合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を

請求することができる。 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 前各号に掲げる場合のほか、発注者がこの

項の規定による催告をしても履行の追完を受

ける見込みがないことが明らかであるとき。 

（略） 

（発注者の催告による解除権） 

第２６ 発注者は、受注者がこの契約に関し次の

各号のいずれかに該当するときは相当の期間を

定めてその履行の催告をし、その期間内に履行

がないときはこの契約を解除することができ

る。この場合において、受注者は、解除により生

じた損害の賠償を請求することができない。た

だし、その期間を経過した時における債務の不

履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし

びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、

承諾及び解除については、設計図書に定めるも

のを除き、監督職員を経由して行うものとする。

この場合においては、監督職員に到達した日を

もって発注者に到達したものとみなす。 

６ （略） 

（略） 

（検査及び引渡し） 

第２１ １～４ （略） 

５ 受注者は、第２項の検査に合格しないときは、

直ちに修補して発注者の検査を受けなければな

らない。この場合においては、修補の完了を製造

の完成とみなし、前４項の規定を適用する。 

（略） 

（契約不適合責任） 

第２４ 発注者は、引き渡された請負の目的物が

種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合

しないもの（以下「契約不適合」という。）であ

るときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物

の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完

を請求することができる。ただし、その履行の追

完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行

の追完を請求することができない。 

２ （略） 

３ （同左） 

 

 

 

 

 

 
 (1)～(3) （略） 

 (4) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの

項の規定による催告をしても履行の追完を受

ける見込みがないことが明らかであるとき。 

（略） 

（発注者の催告による解除権） 

第２６ （同左） 

 

 

 

 

 

 

 



て軽微であるときは、発注者はこの契約を解除

することができない。 

 (1)～(4) （略） 

 (5) 前各号に規定する場合のほか、この契約に

違反したとき。 

 
（発注者の催告によらない解除権） 

第２７ 発注者は、受注者が次の各号のいずれか

に該当するときは、直ちにこの契約を解除する

ことができる。この場合において、受注者は、解

除により生じた損害の賠償を請求することがで

きない。 

(1)～(11) （略） 

(12)  受注者が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはそ

の者を、受注者が法人である場合にはその

役員又はその支店若しくは常時製造請負契

約を締結する事務所の代表者をいう。以下

この号において同じ。）が暴力団員であると

認められるとき。 

 
 ロ～ト （略） 

（略） 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解

除の制限）  

第２９ 第２６各号又は第２７各号に定める場合

が発注者の責めに帰すべき事由によるものであ

るときは、発注者は、第２６及び第２７の規定に

よる契約の解除をすることができない。 

（略） 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解

除の制限）  

第３２ 第３０又は第３１に定める場合が受注者

の責めに帰すべき事由によるものであるとき

は、受注者は、第３０及び第３１の規定による契

約の解除をすることができない。 

          （略） 

（発注者の損害賠償請求等） 

第３４ 発注者は、受注者が次の各号のいずれか

に該当するときは、これによって生じた損害の

賠償を受注者に請求することができる。 

(1)～(3) （略） 

(4) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に

従った履行をしないとき又は債務の履行が不

能であるとき。 

 

 
 (1)～(4) （略） 

 (5) 前４号に規定する場合のほか、この契約に

違反したとき。 

 
（発注者の催告によらない解除権） 

第２７ （同左） 

 

 

 

 
(1)～(11) （略） 

(12) （同左）  

イ 役員等（受注者が個人である場合にはそ

の者を、受注者が法人である場合にはその

役員又はその支店若しくは常時製造請負契

約を締結する事務所の代表者をいう。以下

この号において同じ。）が暴力団員（以下こ

の号において「暴力団員」という。）である

と認められるとき。 

ロ～ト （略） 

（略） 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解

除の制限）  

第２９ 第２６各号又は第２７各号に定める場合

が発注者の責めに帰すべき事由によるものであ

るときは、発注者は、第２６又は第２７の規定に

よる契約の解除をすることができない。 

（略） 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解

除の制限）  

第３２ 第３０又は第３１に定める場合が受注者

の責めに帰すべき事由によるものであるとき

は、受注者は、第３０又は第３１の規定による契

約の解除をすることができない。 

          （略） 

（発注者の損害賠償請求等） 

第３４ 発注者は、受注者が次の各号のいずれか

に該当するときは、これによって生じた損害金

の支払を受注者に請求することができる。 

(1)～(3) （略） 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に

従った履行をしないとき又は債務の履行が不

能であるとき。 



２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項

の損害の賠償に代えて、受注者は、請負代金額

（単価契約の場合は、契約期間全体の支払総金

額（契約期間が満了していない場合は未経過期

間に予定していた支払見込金額を加算した額）。

以下第３５において同じ。）の１０分の１に相当

する額を違約金として発注者の指定する期間内

に支払わなければならない。 

(1)・(2) （略） 

３・４ （略） 

５ 第１項第１号の場合においては、発注者は、請

負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応す

る請負代金額を控除した額につき、遅延日数に

応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律

（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の

規定に基づく、契約日時点における政府契約の

支払遅延に対する遅延利息の率（以下「遅延利息

率」という。）を乗じて計算した額を請求するこ

とができるものとする。 

６ 第２項の場合（第２７第９号又は第１２号の

規定により、この契約が解除された場合を除

く。）において、契約保証金の納付が行われてい

るときは、発注者は、当該契約保証金をもって同

項の違約金に充当することができる。 

 
（談合等不正行為があった場合の賠償金等） 

第３５ 受注者は、この契約に関し次の各号のい

ずれかに該当するときは、発注者が契約を解除

するか否かにかかわらず、その損害に係る賠償

金として請負代金額の１０分の１に相当する額

を発注者の指定する期間内に支払わなければな

らない。 

(1) （略） 

(2) 公正取引委員会が、受注者に対して独占禁

止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項

の規定による課徴金の納付を命じない旨の通

知を行ったとき。 

(3) （略） 

２ 受注者は、この契約に関して、次の各号のいず

れかに該当するときは、発注者が契約を解除す

るか否かにかかわらず、請負代金額の１０分の

１に相当する額のほか、請負代金額の１００分

の５に相当する額を賠償金として発注者の指定

する期間内に支払わなければならない。 

(1) 前項第１号に規定する確定した納付命令に

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項

の損害金の支払に代えて、受注者は、請負代金額

（単価契約の場合は、契約期間全体の支払総金

額（契約期間が満了していない場合は未経過期

間に予定していた支払見込金額を加算した額）。

以下第３５において同じ。）の１０分の１に相当

する額を違約金として発注者の指定する期間内

に支払わなければならない。 

(1)・(2) （略） 

３・４ （略） 

５ 第１項第１号の場合においては、発注者は、請

負代金額から出来形部分に相応する請負代金額

を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約

の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法

律第２５６号）第８条第１項の規定に基づく、契

約日時点における政府契約の支払遅延に対する

遅延利息の率（以下「遅延利息率」という。）を

乗じて計算した額を請求することができるもの

とする。 

６ 第２項の場合（第２７第９号又は第１２号の

規定により、この契約が解除された場合を除 

く）において、契約保証金の納付が行われている

ときは、発注者は、当該契約保証金をもって第２

項の違約金に充当することができる。 

 
（談合等不正行為があった場合の賠償金等） 

第３５ （同左） 

 

 

 

 

 
(1) （略） 

(2) 公正取引委員会が、受注者に対して独占禁

止法第７条の２第１８項又は第２１項の規定

による課徴金の納付を命じない旨の通知を行

ったとき。  

(3) （略） 

２ （同左） 

 

 

 

 
 

(1) 前項第１号に規定する確定した納付命令に



おける課徴金について、独占禁止法第７条の

３第２項又は第３項の規定の適用があると

き。 

(2)・(3) （略） 

３～５ （略） 

６ 前各項の規定は、この契約による履行が完了

した後においても適用するものとする。 

 
（受注者の損害賠償請求等） 

第３６ 受注者は、発注者が次の各号のいずれか

に該当する場合は、これによって生じた損害の

賠償を発注者に請求することができる。ただし、

当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の

社会通念に照らして発注者の責めに帰すること

ができない事由によるものであるときは、この

限りではない。 

(1)・(2) （略） 

２ （略） 

 
（契約不適合責任期間等） 

第３７ （略） 

２ 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範

囲を通知する。 

３ （略） 

４ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意

又は重大な過失により生じたものであるときに

は適用せず、契約不適合に関する受注者の責任

については、民法の定めるところによる。 

５ （略） 

（略） 

 
別記３ 

役務請負契約基準 

（略） 

（権利義務の譲渡等） 

第４ （略） 

２ 受注者が前払金の使用や部分払等によっても

なおこの契約の役務の履行に必要な資金が不足

することを疎明したときは、発注者は、特段の理

由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の

譲渡について、前項ただし書の承諾をしなけれ

ばならない。 

３ （略） 

（略） 

（監督職員） 

おける課徴金について、独占禁止法第７条の

２第８項又は第９項の規定の適用があると

き。 

(2)・(3) （略） 

３～５ （略） 

６ 前５項の規定は、この契約による履行が完了

した後においても適用するものとする。 

 
（受注者の損害賠償請求権等） 

第３６ 受注者は、発注者が次の各号のいずれか

に該当する場合は、これによって生じた損害の

賠償を発注者に請求することができる。ただし、

当該各号が定める場合がこの契約及び取引上の

社会通念に照らして発注者の責めに帰すること

ができない事由によるものであるときは、この

限りではない。 

(1)・(2) （略） 

２ （略） 

 
（契約不適合責任期間等） 

第３７ （略） 

 

 
２ （略） 

３ 前２項の規定は、契約不適合が受注者の故意

又は重大な過失により生じたものであるときに

は適用せず、契約不適合に関する受注者の責任

については、民法の定めるところによる。 

４ （略） 

（略） 

 
別記３ 

役務請負契約基準 

（略） 

（権利義務の譲渡等） 

第４ （略） 

２ 受注者が部分払等によってもなおこの契約の

役務の履行に必要な資金が不足することを疎明

したときは、発注者は、特段の理由がある場合を

除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、前

項ただし書の承諾をしなければならない。 

 
３ （略） 

（略） 

（監督職員） 



第７ １～４ （略）  

５ 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及

びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、

申出、承諾及び解除については、設計図書に定め

るものを除き、監督職員を経由して行うものと

する。この場合においては、監督職員に到達した

日をもって発注者に到達したものとみなす。 

６ （略） 

（略） 

（契約不適合責任） 

第２０ 発注者は、役務の履行が種類、品質又は数

量に関して契約の内容に適合しないもの（以下

「契約不適合」という。）であるときは、受注者

に対し、役務の履行の修補、代替物の引渡し又は

不足分の引渡しによる履行の追完を請求するこ

とができる。 

 

 

２ （略） 

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間

を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に

履行の追完がないときは、発注者は、その不適合

の程度に応じて代金の減額を請求することがで

きる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場

合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を

請求することができる。 

(1)～(3) （略） 

(4) 前各号に掲げる場合のほか、発注者がこの

項の規定による催告をしても履行の追完を受

ける見込みがないことが明らかであるとき。 

（略） 

（発注者の催告による解除権） 

第２２ 発注者は、受注者がこの契約に関し次の

各号のいずれかに該当するときは、相当の期間

を定めてその履行の催告をし、その期間内に履

行がないときはこの契約を解除することができ

る。この場合において、受注者は、解除により生

じた損害の賠償を請求することができない。た

だし、その期間を経過した時における債務の不

履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし

て軽微であるときは、発注者はこの契約を解除

することができない。 

(1)～(4) （略） 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違

反したとき。 

第７ １～４ （略）  

５ 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及

びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、

承諾及び解除については、設計図書に定めるも

のを除き、監督職員を経由して行うものとする。

この場合においては、監督職員に到達した日を

もって発注者に到達したものとみなす。 

６ （略） 

（略） 

（契約不適合責任） 

第２０ 発注者は、役務の履行が種類、品質又は数

量に関して契約の内容に適合しないもの（以下

「契約不適合」という。）であるときは、受注者

に対し、役務の履行の修補、代替物の引渡し又は

不足分の引渡しによる履行の追完を請求するこ

とができる。ただし、その履行の追完に過分の費

用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求

することができない。 

２ （略） 

３ （同左） 

 

 

 

 

 

 
(1)～(3) （略） 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの

項の規定による催告をしても履行の追完を受

ける見込みがないことが明らかであるとき。 

（略） 

（発注者の催告による解除権） 

第２２ （同左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)～(4) （略） 

(5) 前４号に掲げる場合のほか、この契約に違

反したとき。 



 
（発注者の催告によらない解除権） 

第２３ 発注者は、受注者が次の各号のいずれか

に該当するときは、直ちにこの契約を解除する

ことができる。この場合において、受注者は、解

除により生じた損害の賠償を請求することがで

きない。 

(1)～(10) （略） 

(11)  受注者が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはそ

の者を、受注者が法人である場合にはその

役員又はその支店若しくは常時役務請負契

約を締結する事務所の代表者をいう。以下

この号において同じ。）が暴力団員であると

認められるとき。 

 
 ロ～ト （略） 

（略） 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解

除の制限）  

第２５ 第２２各号又は第２３各号に定める場合

が発注者の責めに帰すべき事由によるものであ

るときは、発注者は、第２２及び第２３の規定に

よる契約の解除をすることができない。 

（略） 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解

除の制限）  

第２８ 第２６又は第２７に定める場合が受注者

の責めに帰すべき事由によるものであるとき

は、受注者は、第２６及び第２７の規定による契

約の解除をすることができない。 

（略） 

（発注者の損害賠償請求等） 

第３０ 発注者は、受注者が次の各号のいずれか

に該当するときは、これによって生じた損害の

賠償を受注者に請求することができる。 

(1)～(3) （略） 

(4) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に

従った履行をしないとき又は債務の履行が不

能であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項

の損害の賠償に代えて、受注者は、請負代金額

（単価契約の場合は、契約期間全体の支払総金

額（契約期間が満了していない場合は未経過期

間に予定していた支払見込金額を加算した額）。

 
（発注者の催告によらない解除権） 

第２３ （同左） 

 

 

 

 
(1)～(10) （略） 

(11) （同左）  

イ 役員等（受注者が個人である場合にはそ

の者を、受注者が法人である場合にはその

役員又はその支店若しくは常時製造請負契

約を締結する事務所の代表者をいう。以下

この号において同じ。）が暴力団員（以下こ

の号において「暴力団員」という。）である

と認められるとき。 

ロ～ト （略） 

（略） 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解

除の制限）  

第２５ 第２２各号又は第２３各号に定める場合

が発注者の責めに帰すべき事由によるものであ

るときは、発注者は、第２２又は第２３の規定に

よる契約の解除をすることができない。 

（略） 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解

除の制限）  

第２８ 第２６又は第２７に定める場合が受注者

の責めに帰すべき事由によるものであるとき

は、受注者は、第２６又は第２７の規定による契

約の解除をすることができない。 

（略） 

（発注者の損害賠償請求等） 

第３０ 発注者は、受注者が次の各号のいずれか

に該当するときは、これによって生じた損害金

の支払を受注者に請求することができる。 

(1)～(3) （略） 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に

従った履行をしないとき又は債務の履行が不

能であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項

の損害金の支払に代えて、受注者は、請負代金額

（単価契約の場合は、契約期間全体の支払総金

額（契約期間が満了していない場合は未経過期

間に予定していた支払見込金額を加算した額）。



以下第３１において同じ。）の１０分の１に相当

する額を違約金として発注者の指定する期間内

に支払わなければならない。 

(1)・(2) （略） 

３～５ （略） 

６ 第２項の場合（第２３第８号又は第１１号の

規定により、この契約が解除された場合を除く）

において、契約保証金の納付が行われていると

きは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の

違約金に充当することができる。 

 
（談合等不正行為があった場合の賠償金等） 

第３１ 受注者は、この契約に関し次の各号のい

ずれかに該当するときは、発注者が契約を解除

するか否かにかかわらず、その損害に係る賠償

金として請負代金額の１０分の１に相当する額

を発注者の指定する期間内に支払わなければな

らない。 

(1) （略） 

(2) 公正取引委員会が、受注者に対して独占禁

止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項

の規定による課徴金の納付を命じない旨の通

知を行ったとき。 

(3) （略） 

２ 受注者は、この契約に関して、次の各号のいず

れかに該当するときは、発注者が契約を解除す

るか否かにかかわらず、請負代金額の１０分の

１に相当する額のほか、請負代金額の１００分

の５に相当する額を賠償金として発注者の指定

する期間内に支払わなければならない。 

(1) 前項第１号に規定する確定した納付命令に

おける課徴金について、独占禁止法第７条の

３第２項又は第３項の規定の適用があると

き。 

(2)・(3) （略） 

３～５ （略） 

６ 前各項の規定は、この契約による履行が完了

した後においても適用するものとする。 

 
（受注者の損害賠償請求等） 

第３２ 受注者は、発注者が次の各号のいずれか

に該当する場合は、これによって生じた損害の

賠償を発注者に請求することができる。ただし、

当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の

社会通念に照らして発注者の責めに帰すること

以下第３１において同じ。）の１０分の１に相当

する額を違約金として発注者の指定する期間内

に支払わなければならない。 

(1)・(2) （略） 

３～５ （略） 

６ 第２項の場合（第２３第８号又は第１１号の

規定により、この契約が解除された場合を除く）

において、契約保証金の納付が行われているとき

は、発注者は、当該契約保証金をもって第２項の

違約金に充当することができる。 

 
（談合等不正行為があった場合の賠償金等） 

第３１ （同左） 

 

 

 

 

 
(1) （略） 

(2) 公正取引委員会が、受注者に対して独占禁

止法第７条の２第１８項又は第２１項の規定

による課徴金の納付を命じない旨の通知を行

ったとき。  

(3) （略） 

２ （同左） 

 

 

 

 
 

(1) 前項第１号に規定する確定した納付命令に

おける課徴金について、独占禁止法第７条の

２第８項又は第９項の規定の適用があると

き。 

(2)・(3) （略） 

３～５ （略） 

６ 前５項の規定は、この契約による履行が完了

した後においても適用するものとする。 

 
（受注者の損害賠償請求権等） 

第３２ 受注者は、発注者が次の各号のいずれか

に該当する場合は、これによって生じた損害の

賠償を発注者に請求することができる。ただし、

当該各号が定める場合がこの契約及び取引上の

社会通念に照らして発注者の責めに帰すること



ができない事由によるものであるときは、この

限りではない。 

(1)・(2) （略） 

２ （略） 

 
（契約不適合責任期間等） 

第３３ （略） 

２ 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範

囲を通知する。 

３ （略） 

４ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意

又は重大な過失により生じたものであるときに

は適用せず、契約不適合に関する受注者の責任

については、民法の定めるところによる。 

５ （略） 

（略） 

 
別記４ 

物品供給契約基準 

（略） 

（権利義務の譲渡等） 

第２ 供給者は、この契約により生ずる権利又は

義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはなら

ない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た

場合は、この限りでない。 

２ 供給者は、この契約の目的物及び第９第３項

の規定による部分払のための確認を受けたもの

を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担

保の目的に供してはならない。ただし、あらかじ

め、発注者の承諾を得た場合は、この限りでな

い。 

３ 供給者が前払金の使用や部分払等によっても

なおこの契約の目的物に係る売買に必要な資金

が不足することを疎明したときは、発注者は、特

段の理由がある場合を除き、供給者の売買代金

債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾を

しなければならない。 

４ 供給者は、前項の規定により、第１項ただし書

の承諾を受けた場合は、売買代金債権の譲渡に

より得た資金をこの契約の目的物に係る売買以

外に使用してはならず、またその使途を疎明す

る書類を発注者に提出しなければならない。 

 
（供給者の請求による納入期限の延長）  

第３ （略） 

ができない事由によるものであるときは、この

限りではない。 

(1)・(2) （略） 

２ （略） 

 
（契約不適合責任期間等） 

第３３ （略） 

 

 
２ （略） 

３ 前２項の規定は、契約不適合が受注者の故意

又は重大な過失により生じたものであるときに

は適用せず、契約不適合に関する受注者の責任

については、民法の定めるところによる。 

４ （略） 

（略） 

 
別記４ 

物品供給契約基準 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（供給者の請求による納入期限の延長）  

第２ （略） 



 
（著しく短い納入期限の禁止）  

第４ （略） 

 
（発注者の請求による納入期限の短縮又は延

長）  

第５ （略） 

 
（納入期限の変更方法）  

第６ （略） 

２ 前項の協議開始日については、発注者が供給

者の意見を聴いて定め、供給者に通知するもの

とする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が

生じた日（第３の場合にあっては、発注者が納入

期限変更の請求を受けた日、第５の場合にあっ

ては、供給者が納入期限変更の請求を受けた日）

から７日以内に協議開始の日を通知しない場合

には、供給者は、協議開始の日を定め、発注者に

通知することができる。 

 
（検査）  

第７ （略） 

２・３ （略） 

 
（売買代金の支払）  

第８ 供給者は、第７第２項又は第３項の検査に

合格したときは、物品代金請求書により売買代

金の請求をするものとする。 

２・３ （略） 

 
（部分払）  

第９ （略） 

２～６ （略） 

 
（契約不適合責任）  

第１０ 発注者は、引き渡されたこの契約の目的

物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に

適合しないもの（以下「契約不適合」という。）

であるときは、供給者に対して、目的物の修補、

代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行

の追完を請求することができる。 

２ （略） 

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間

を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に

履行の追完がないときは、発注者は、その不適合

 
（著しく短い納入期限の禁止）  

第３ （略） 

 
（発注者の請求による納入期限の短縮又は延

長）  

第４ （略） 

 
（納入期限の変更方法）  

第５ （略） 

２ 前項の協議開始日については、発注者が供給

者の意見を聴いて定め、供給者に通知するもの

とする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が

生じた日（第２の場合にあっては、発注者が納入

期限変更の請求を受けた日、第３の場合にあっ

ては、供給者が納入期限変更の請求を受けた日）

から７日以内に協議開始の日を通知しない場合

には、供給者は、協議開始の日を定め、発注者に

通知することができる。 

 
（検査）  

第６ （略） 

２・３ （略） 

 
（売買代金の支払）  

第７ 供給者は、第６第２項又は第３項の検査に

合格したときは、物品代金請求書により売買代

金の請求をするものとする。 

２・３ （略） 

 
（部分払）  

第８ （略） 

２～６ （略） 

 
（契約不適合責任）  

第９ 発注者は、引き渡されたこの契約の目的物

が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適

合しないもの（以下「契約不適合」という、）で

あるときは、供給者に対して、目的物の修補、代

替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の

追完を請求することができる。 

２ （略） 

３ （同左） 

 

 



の程度に応じて代金の減額を請求することがで

きる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場

合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を

請求することができる。 

(1)～(3) （略） 

(4) 前各号に掲げる場合のほか、発注者がこの

項の規定による催告をしても履行の追完を受

ける見込みがないことが明らかであるとき。 

 
（契約保証金）  

第１１ （略） 

２ （略） 

 
（発注者の催告による解除権）  

第１２ 発注者は、供給者がこの契約に関し次の

各号のいずれかに該当するときは、相当の期間

を定めてその履行の催告をし、その期間内に履

行がないときはこの契約を解除することができ

る。この場合において、供給者は、解除により生

じた損害の賠償を請求することができない。た

だし、その期間を経過した時における債務の不

履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし

て軽微であるときは、発注者はこの契約を解除

することができない。 

(1) 第２第４項に規定する書類を提出せず、又

は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 

(2)・(3) （略）  

(4) 正当な理由なく、第１０第１項の履行の追

完がなされないとき。  

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違

反したとき。 

 

（発注者の催告によらない解除権）  

第１３ 発注者は、供給者が次の各号のいずれか

に該当するときは、直ちにこの契約を解除する

ことができる。この場合において、供給者は、解

除により生じた損害の賠償を請求することがで

きない。 

(1) 第２第１項の規定に違反して売買代金債権

を譲渡したとき。 

(2) 第２第４項の規定に違反して譲渡により得

た資金を当該物品供給以外に使用したとき。 

(3)～(6) （略） 

(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示に

より、特定の日時又は一定の期間内に履行し

 

 

 

 
(1)～(3) （略） 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの

項の規定による催告をしても履行の追完を受

ける見込みがないことが明らかであるとき。 

 
（契約保証金）  

第１０ （略） 

２ （略） 

 
（発注者の催告による解除権）  

第１１ （同左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(1)・(2) （略）  

(3) 正当な理由なく、第９第１項の履行の追完

がなされないとき。  

(4) 前３号に掲げる場合のほか、この契約に違

反したとき。 

 

（発注者の催告によらない解除権）  

第１２ 発注者は、供給者が次の各号のいずれか

に該当するときは、直ちにこの契約を解除する

ことができる。この場合において、受注者は、解

除により生じた損害の賠償を請求することがで

きない。 

 

 

 

 

(1)～(4) （略） 

(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示に

より、特定の日時又は一定の期間内に履行し



なければ契約をした目的を達することができ

ない場合において、供給者が履行しないでそ

の時期を経過したとき。  

(8) 前各号に掲げる場合のほか、供給者がその

債務の履行をせず、発注者が第１２の催告を

しても契約をした目的に達するのに足りる履

行がされる見込みがないことが明らかである

とき。  

(9) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下第１

３において同じ。）又は暴力団員（暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律第２条

第６号に規定する暴力団員をいう。以下第１

３において同じ。）が経営に実質的に関与して

いると認められる者に売買代金債権を譲渡し

たとき。 

(10) 第１６又は第１７の規定によらないでこ

の契約の解除を申し出たとき。  

(11) 第２１第１項又は第２項の各号の規定の

いずれかに該当するとき。  

(12) 供給者が次のいずれかに該当するとき。  

  イ 役員等（供給者が個人である場合にはその

者を、供給者が法人である場合にはその役員

又はその支店若しくは常時物品供給契約を

締結する事務所の代表者をいう。以下この号

において同じ。）が暴力団員であると認めら

れるとき。 

 

  ロ～ホ （略） 

 

（発注者の任意解除権）  

第１４ 発注者は、物品が完納するまでの間は、第

１２又は第１３の規定によるほか、必要がある

ときは、この契約を解除することができる。 

 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解

除の制限）  

第１５ 第１２各号又は第１３各号に定める場合

が発注者の責めに帰すべき事由によるものであ

るときは、発注者は、第１２及び第１３の規定に

よる契約の解除をすることができない。 

 

（供給者の催告による解除権）  

第１６ （略） 

なければ契約をした目的を達することができ

ない場合において、受注者が履行しないでそ

の時期を経過したとき。  

(6) 前各号に掲げる場合のほか、供給者がその

債務の履行をせず、発注者が第１１の催告を

しても契約をした目的に達するのに足りる履

行がされる見込みがないことが明らかである

とき。  

(7) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下第１

２において同じ。）又は暴力団員（暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律第２条

第６号に規定する暴力団員をいう。以下第１

２において同じ。）が経営に実質的に関与して

いると認められる者に請負代金債権を譲渡し

たとき。 

(8) 第１５又は第１６の規定によらないでこの

契約の解除を申し出たとき。  

(9) 第２０第１項又は第２項の各号の規定のい

ずれかに該当するとき。  

(10) （同左） 

  イ 役員等（供給者が個人である場合にはその

者を、供給者が法人である場合にはその役員

又はその支店若しくは常時物品供給契約を

締結する事務所の代表者をいう。以下この号

において同じ。）が暴力団員（以下この号にお

いて「暴力団員」という。）であると認められ

るとき。 

  ロ～ホ （略） 

 

（発注者の任意解除権）  

第１３ 発注者は、物品が完納するまでの間は、第

１１又は第１２の規定によるほか、必要がある

ときは、この契約を解除することができる。 

 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解

除の制限）  

第１４ 第１１各号又は第１２各号に定める場合

が発注者の責めに帰すべき事由によるものであ

るときは、発注者は、第１１又は第１２の規定に

よる契約の解除をすることができない。 

 

（供給者の催告による解除権）  

第１５ （略） 



 

（供給者の催告によらない解除権）  

第１７ （略） 

 

（供給者の責めに帰すべき事由による場合の解

除の制限）  

第１８ 第１６又は第１７に定める場合が供給者

の責めに帰すべき事由によるものであるとき

は、供給者は、第１６及び第１７の規定による契

約の解除をすることができない。 

 

（解除に伴う措置）  

第１９ （略） 

２・３ （略） 

 

（発注者の損害賠償請求等）  

第２０ 発注者は、供給者が次の各号のいずれか

に該当するときは、これによって生じた損害の

賠償を供給者に請求することができる。 

(1)・(2) （略） 

(3) 第１２又は第１３の規定により、この契約

の目的物の完納後にこの契約が解除されたと

き。 

(4) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に

従った履行をしないとき又は債務の履行が不

能であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項

の損害の賠償に代えて、供給者は、売買代金額

（単価契約の場合は、契約期間全体の支払総金

額（契約期間が満了していない場合は未経過期

間に予定していた支払見込金額を加算した額）。

以下第２１において同じ。）の１０分の１に相当

する額を違約金として発注者の指定する期間内

に支払わなければならない。 

(1) 第１２又は第１３の規定により、この契約

の目的物の完納前に、この契約が解除された

とき。 

(2) この契約の目的物の完納前に、供給者がそ

の債務の履行を拒否し、又は供給者の責めに

帰すべき事由によって供給者の債務について

履行不能となったとき。 

３～５ （略） 

６ 第２項の場合（第１３第９号又は第１２号の

規定により、この契約が解除された場合を除く）

において、契約保証金の納付が行われていると

 
（供給者の催告によらない解除権）  

第１６ （略） 

 

（供給者の責めに帰すべき事由による場合の解

除の制限）  

第１７ 第１５又は第１６に定める場合が供給者

の責めに帰すべき事由によるものであるとき

は、供給者は、第１５又は第１６の規定による契

約の解除をすることができない。 

 

（解除に伴う措置）  

第１８ （略） 

２・３ （略） 

 

（発注者の損害賠償請求等）  

第１９ 発注者は、供給者が次の各号のいずれか

に該当するときは、これによって生じた損害金

の支払を供給者に請求することができる。 

(1)・(2) （略） 

(3) 第１１又は第１２の規定により、物品の完

納後にこの契約が解除されたとき。 

 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に

従った履行をしないとき又は債務の履行が不

能であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項

の損害金の支払に代えて、供給者は、売買代金額

（単価契約の場合は、契約期間全体の支払総金

額（契約期間が満了していない場合は未経過期

間に予定していた支払見込金額を加算した額）。

以下第２０において同じ。）の１０分の１に相当

する額を違約金として発注者の指定する期間内

に支払わなければならない。 

(1) 第１１又は第１２の規定により、物品の完

納前に、この契約が解除されたとき。 

 

(2) 物品の完納前に、供給者がその債務の履行

を拒否し、又は供給者の責めに帰すべき事由

によって供給者の債務について履行不能とな

ったとき。 

３～５ （略） 

６ 第２項の場合（第１２第７号又は第１０号の

規定により、この契約が解除された場合を除く）

において、契約保証金の納付が行われていると



きは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の

違約金に充当することができる。 

 

（談合等不正行為があった場合の賠償金等） 

第２１ 供給者は、この契約に関し次の各号のい

ずれかに該当するときは、発注者が契約を解除

するか否かにかかわらず、その損害に係る賠償

金として売買代金額の１０分の１に相当する額

を発注者の指定する期間内に支払わなければな

らない。 

(1) （略） 

(2) 公正取引委員会が、供給者に対して独占禁

止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項

の規定による課徴金の納付を命じない旨の通

知を行ったとき。 

(3) （略） 

２ 供給者は、この契約に関して、次の各号のいず

れかに該当するときは、発注者が契約を解除す

るか否かにかかわらず、売買代金額の１０分の

１に相当する額のほか、売買代金額の１００分

の５に相当する額を賠償金として発注者の指定

する期間内に支払わなければならない。 

(1) 前項第１号に規定する確定した納付命令に

おける課徴金について、独占禁止法第７条の

３第２項又は第３項の規定の適用があると

き。 

(2)・(3) （略） 

３ （略） 

４ 第１項及び第２項の規定は、発注者に生じた

実際の損害の額が賠償金の額を超過することが

明らかになった場合において、発注者がその超

過分の損害につき賠償を請求することを妨げな

い。 

５ （略） 

６ 前各項の規定は、この契約による履行が完了

した後においても適用するものとする。 

 
（供給者の損害賠償請求等） 

第２２ 供給者は、発注者が次の各号のいずれか

に該当する場合は、これによって生じた損害の

賠償を発注者に請求することができる。ただし、

当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の

社会通念に照らして発注者の責めに帰すること

ができない事由によるものであるときは、この

限りではない。 

きは、発注者は、当該契約保証金をもって第２項

の違約金に充当することができる。 

 

（談合等不正行為があった場合の賠償金等） 

第２０ （同左） 

 

 

 

 

 
(1) （略） 

(2) 公正取引委員会が、供給者に対して独占禁

止法第７条の２第１８項又は第２１項の規定

による課徴金の納付を命じない旨の通知を行

ったとき。 

 (3) （略） 

２ （同左） 

 

 

 

 
 

(1) 前項第１号に規定する確定した納付命令に

おける課徴金について、独占禁止法第７条の

２第８項又は第９項の規定の適用があると

き。 

(2)・(3) （略） 

３ （略） 

４ 第１項及び第２項は、発注者に生じた実際の

損害の額が賠償金の額を超過することが明らか

になった場合において、発注者がその超過分の

損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 
５ （略） 

６ 前５項の規定は、この契約による履行が完了

した後においても適用するものとする。 

 
（供給者の損害賠償請求権等） 

第２１ 供給者は、発注者が次の各号のいずれか

に該当する場合は、これによって生じた損害の

賠償を発注者に請求することができる。ただし、

当該各号が定める場合がこの契約及び取引上の

社会通念に照らして発注者の責めに帰すること

ができない事由によるものであるときは、この

限りではない。 



(1) 第１６又は第１７の規定によりこの契約が

解除されたとき。 

(2) （略） 

２ 第８第２項の規定による売買代金の支払が遅

れた場合においては、供給者は、未受領金額につ

き、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算し

た額の遅延利息の支払を発注者に請求すること

ができる。 

 
（契約不適合責任期間等）  

第２３ 発注者は、契約の目的物に契約不適合が

あることを知った時から１年以内にその旨を供

給者に通知しないときは、発注者は、その不適合

を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の

請求、損害賠償の請求及び契約の解除（以下第２

３において「請求等」という。）をすることがで

きない。ただし、供給者が引渡しの時にその不適

合を知り、又は重大な過失によって知らなかっ

たときは、この限りではない。 

２ 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範

囲を通知する。 

３ （略） 

４ 前各項の規定は、契約不適合が供給者の故意

若しくは重大な過失により生じたものであると

きには適用せず、契約不適合に関する供給者の

責任については、民法の定めるところによる。 

５ （略） 

 
（賠償金等の徴収）  

第２４ （略） 

２ （略） 

 
（補則）  

第２５ （略） 

２ （略） 

 

(1) 第１５又は第１６の規定によりこの契約が

解除されたとき。 

(2) （略） 

２ 第７第２項の規定による売買代金の支払が遅

れた場合においては、供給者は、未受領金額につ

き、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算し

た額の遅延利息の支払を発注者に請求すること

ができる。 

 
（契約不適合責任期間等）  

第２２ 発注者は、契約の目的物に契約不適合が

あることを知った時から１年以内にその旨を供

給者に通知しないときは、発注者は、その不適合

を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の

請求、損賠賠償の請求及び契約の解除（以下第２

２において「請求等」という。）をすることがで

きない。ただし、供給者が引渡しの時にその不適

合を知り、又は重大な過失によって知らなかっ

たときは、この限りではない。 

 

 
２ （略） 

３ 前２項の規定は、契約不適合が供給者の故意

若しくは重大な過失により生じたものであると

きには適用せず、契約不適合に関する供給者の

責任については、民法の定めるところによる。 

４ （略） 

 
（賠償金等の徴収）  

第２３ （略） 

２ （略） 

 
（補則）  

第２４ （略） 

２ （略） 

 

附 記 

 この要領は、令和５年１月１日から実施し、一般競争契約にあっては国立大学法人九州大学契約事務取

扱規程（平成１６年度九大会規第４号）第７条第１項に規定する入札の公告を、指名競争契約にあって

は同規程第２２条第２項に規定する通知を、それぞれ実施日以降に行うものから適用する。 


